
墨田区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 不燃建築物 建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条第９号の２に規

定する耐火建築物及び同条第９号の３

に規定する準耐火建築物で墨田区規則

（以下「規則」という。）で定める要件

を備えているものをいう。 

 ⑷ 〔略〕 

 ⑸ 都市計画道路事業 都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第４条第１５項

に規定する都市計画事業に基づく道路

の整備事業をいう。 

 （使用申込者の資格） 

第４条 コミュニティ住宅の住居を使用する

ことができる者は、次に掲げる者で住宅に

困窮すると認められるものとする。 

 ⑴ 次に掲げる者で住宅市街地総合整備事

業の施行に伴い住宅を失ったもの 

  ア 住宅市街地総合整備事業の開始日

（当該事業の期間を延伸した場合は、

当該延伸に係る期間の初日。以下「事

業開始日」という。）の前日から引き

続き事業地区内に居住していた者。た

だし、事業開始日以後に別世帯を構成

するに至った者を除く。 

  イ アただし書に該当する者及び事業開

始日以後に事業地区内に居住するに至

った者で、区長が住宅市街地総合整備

事業の施行上やむを得ないと認めるも

の 

  ウ 事業開始日以後にア又はイに該当す

る者と同一の世帯に属するに至った者 

 ⑵ 前号ア、イ又はウに該当する者で事業

開始日以後に事業地区内において災害に

より住宅を失ったもの 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ 次に掲げる者で事業地区内における市

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 不燃建築物 建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条第９号の２に規

定する耐火建築物及び墨田区規則（以下

「規則」という。）で定める不燃建築物

をいう。 

 

 ⑷ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔同左〕 

 

  ア 住宅市街地総合整備事業に係る事業

計画について国土交通大臣の承認を受

けた日（以下「承認の日」という。）

から引き続き事業地区内に居住してい

た者。ただし、承認の日後に別世帯を

構成するに至った者を除く。 

 

  イ アただし書に該当する者及び承認の

日後に事業地区内に居住するに至った

者で、区長が住宅市街地総合整備事業

の施行上やむを得ないと認めるもの 

 

  ウ 承認の日後にア又はイに該当する者

と同一の世帯に属するに至った者 

 ⑵ 前号ア、イ又はウに該当する者で承認

の日後に事業地区内において災害により

住宅を失ったもの 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ 次に掲げる者で事業地区内における市



街地整備事業又は都市計画道路事業の施

行に伴い住宅を失ったもの 

  ア 〔略〕 

  イ 事業開始日以後に事業地区内に居住

するに至った者で、区長が市街地整備

事業又は都市計画道路事業の施行上

やむを得ないと認めるもの 

  ウ 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれにも該当する者は、コミュニティ住宅

（規則で定めるコミュニティ住宅に限る。）

を一時使用することができる。この場合に

おいて、コミュニティ住宅を使用すること

ができる期間は、規則で定める。 

 ⑴ 現に事業地区内に居住し、当該居住地

における規則で定める建築基準に合致す

る不燃建築物（仮設建築物を除く。）へ

の建替え又は地震若しくは火災に対する

安全性の向上を目的とした規則で定める

建築物の改修に伴い一時的に住宅を必要

とする者 

 ⑵ 〔略〕 

３ コミュニティ住宅の作業所は、コミュニ

ティ住宅の住居と併せて使用するものとす

る。ただし、次に掲げる者で住宅市街地総

合整備事業の施行に伴い作業所を失ったも

のが、コミュニティ住宅の作業所のうち区

長が指定するものを使用する場合は、この

限りでない。 

 ⑴ 事業開始日の前日から引き続き事業地

区内で事業を行っていた個人又は法人

（規則で定める規模の法人に限る。次号

において同じ。） 

 ⑵ 事業開始日以後に事業地区内で事業を

行うに至った個人又は法人で、区長が住

宅市街地総合整備事業の施行上やむを

得ないと認めるもの 

４ 〔略〕 

 （使用手続） 

第６条 区長は、前条の規定による許可の申

請があったときは、第４条に規定する資格

を有するかどうかを審査し、コミュニティ

住宅の使用予定者を決定するものとする。 

２～４ 〔略〕 

街地整備事業の施行に伴い住宅を失った

もの 

  ア 〔略〕 

  イ 承認の日後に事業地区内に居住する

に至った者で、区長が市街地整備事業

の施行上やむを得ないと認めるもの 

 

  ウ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 ⑴ 現に事業地区内に居住し、当該居住地

における規則で定める建築基準に合致す

る不燃建築物（仮設建築物を除く。）へ

の建替えに伴い一時的に住宅を必要とす

る者 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 承認の日から引き続き事業地区内で事

業を行っていた個人又は法人（規則で定

める規模の法人に限る。次号において同

じ。） 

 ⑵ 承認の日後に事業地区内で事業を行う

に至った個人又は法人で、区長が住宅市

街地総合整備事業の施行上やむを得な

いと認めるもの 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 区長は、前条の規定による許可の申

請があったときは、第４条の資格を有する

かどうかを審査し、コミュニティ住宅の使

用予定者を決定するものとする。 

２～４ 〔略〕 



 （使用料の徴収） 

第９条 〔略〕 

２ 前項に規定する日又はコミュニティ住宅

を返還し、若しくは明け渡した日が月の中

途である場合のその月の使用料（第２３条

第１項に規定する付加使用料を含む。以下

この条、第１１条、第２２条、第２６条及

び第３１条において同じ。）は、日割りに

より徴収する。 

３・４ 〔略〕 

 （費用負担） 

第１４条 〔略〕 

２ 区長は、前項第１号又は第４号に掲げる

費用のうち、使用者に負担させることが適

当でないと認めたものについて、その一部

又は全部を使用者に負担させないことがで

きる。 

 （共益費） 

第１５条 区長は、前条第１項各号に掲げる

費用のうち、使用者の共通の利益を図るた

め特に必要と認めたものを共益費として使

用者から徴収することができる。 

２ 〔略〕 

 （使用者の保管義務等） 

第１９条 〔略〕 

２ 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由

により、コミュニティ住宅又は共同施設を

滅失し、又は毀損したときは、使用者は、

これを原状に復し、又はこれに要する費用

を賠償しなければならない。 

 （コミュニティ住宅の返還） 

第２１条 使用者は、コミュニティ住宅を返

還しようとする場合は、返還しようとする

日の１４日前までに区長に届け出て、当該

コミュニティ住宅の検査を受けなければな

らない。 

 

 

２ 第１８条第２号の規定によりコミュニテ

ィ住宅を模様替えし、若しくはこれに工作

を加え、又は同条第４号の規定によりコミ

ュニティ住宅の敷地内に工作物を設置した

使用者は、前項の検査のときまでに、自己

の負担においてこれを原状に復し、又は撤

 〔同左〕 

第９条 〔略〕 

２ 前項に規定する日又はコミュニティ住宅

を返還し、若しくは明け渡した日が月の中

途である場合のその月の使用料（第２３条

に規定する付加使用料を含む。以下この条、

第１１条、第２２条、第２６条及び第３１

条において同じ。）は、日割りにより徴収

する。 

３・４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１４条 〔略〕 

２ 区長は、前項第１号又は第４号の費用の

うち、使用者に負担させることが適当でな

いと認めたものについて、その一部又は全

部を使用者に負担させないことができる。 

 

 〔同左〕 

第１５条 区長は、前条第１項各号の費用の

うち、使用者の共通の利益を図るため特に

必要と認めたものを共益費として使用者か

ら徴収することができる。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１９条 〔略〕 

２ 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由

により、コミュニティ住宅又は共同施設を

滅失し、又はき損したときは、使用者は、

これを原状に復し、又はこれに要する費用

を賠償しなければならない。 

 〔同左〕 

第２１条 使用者は、コミュニティ住宅を返

還しようとする場合は、返還しようとする

日の１４日前までに区長に届け出て、当該

コミュニティ住宅の検査を受けなければな

らない。この場合において、第１８条第２

号又は第４号の工作物があるときは、これ

を撤去して原状に復さなければならない。 

２ 前項の撤去に要する費用は、使用者の負

担とする。 

 

 

 

 



去しなければならない。 

 （収入の認定等） 

第２５条 〔略〕 

２ 前項の規定による通知を受けた使用者は、

その通知を受けた日から３０日以内に同項

の規定による認定に対して、意見を述べる

ことができる。 

３ 〔略〕 

４ 区長は、第１８条第１号に掲げる事項に

係る許可を行う場合において、当該許可に

伴い、第１項の規定により認定した収入（前

項の規定により更正した場合にあっては、

その更正後の収入。次項において同じ。）

が、第２３条第１項に定める金額以下とな

ったとき、若しくは当該金額を超えること

となったとき、又は別表第３の左欄に掲げ

る使用者の収入の区分を異にすることとな

ったときは、その収入を認定する。 

５ 前項に定める場合のほか、規則で定める

事由により、第１項の規定により認定した

収入が第２３条第１項に定める金額以下と

なったとき、又は別表第３の左欄に掲げる

使用者の収入の区分を異にすることとなっ

たときは、使用者は、その収入の認定を求

めることができる。 

６ 第４項の規定による収入の認定及び前項

に規定する請求に基づく収入の認定につい

ては、第１項から第３項までの規定を準用

する。 

 （明渡請求権） 

第２６条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該使用者又は入居者に対

し使用許可を取り消し、又はコミュニティ

住宅の明渡しを請求することができる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 正当な理由がなく使用料又は共益費を

３月以上滞納したとき。 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ コミュニティ住宅又は共同施設を故意

に毀損したとき。 

 ⑸・⑹ 〔略〕 

 ⑺ 一時使用をしている場合において、当

該使用許可に係る建替え若しくは改修が

中止されたとき、又は第４条第２項第１

 

 〔同左〕 

第２５条 〔略〕 

２ 前項の通知を受けた使用者は、その通知

を受けた日から３０日以内に同項の規定に

よる認定に対して、意見を述べることがで

きる。 

３ 〔略〕 

４ 区長は、第１８条第１号の許可を行う場

合において、当該許可に伴い、第１項の規

定により認定した収入（前項の規定により

更正した場合にあっては、その更正後の収

入。次項において同じ。）が、第２３条第

１項に定める金額以下となったとき若しく

は当該金額を超えることとなったとき又は

別表第３の左欄に掲げる使用者の収入の区

分を異にすることとなったときは、その収

入を認定する。 

５ 前項に定める場合のほか、規則で定める

事由により、第１項の規定により認定した

収入が第２３条第１項に定める金額以下と

なったとき又は別表第３の左欄に掲げる使

用者の収入の区分を異にすることとなった

ときは、使用者は、その収入の認定を求め

ることができる。 

６ 第４項の規定に基づく収入の認定及び前

項の請求に基づく収入の認定については、

第１項から第３項までの規定を準用する。 

 

 〔同左〕 

第２６条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 正当な理由がなく使用料を３月以上滞

納したとき。 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ コミュニティ住宅又は共同施設を故意

にき損したとき。 

 ⑸・⑹ 〔略〕 

 ⑺ 一時使用をしている場合において、当

該使用許可に係る建替えが、中止された

とき又は第４条第２項第１号の建替えに



号の建替え若しくは改修に該当しないこ

ととなったとき。 

 ⑻ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 （コミュニティ住宅の立入検査） 

第２７条 区長は、コミュニティ住宅の管理

上必要があると認める場合は、区職員のう

ちから区長が指定した者にコミュニティ住

宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居

者に対して必要な指示をさせることができ

る。この場合において、区長は、コミュニ

ティ住宅の保全、修繕又は改良のため必要

があると認めるときは、区職員以外の者で

区長が選定する者にコミュニティ住宅の検

査をさせることができる。 

 

 

 

２・３ 〔略〕 

 （市街地整備事業及び都市計画道路事業の

施行に伴う者に係る特例） 

第２９条 第１０条、第１０条の２（京島一

丁目コミュニティ住宅を使用する場合を除

く。）、第１１条第１項第３号及び第４号

並びに第１２条の規定は、第４条第１項第

４号アの規定に該当する者が当該市街地整

備事業又は都市計画道路事業に係る賃借料

差額補償を受ける期間にあっては、適用し

ない。 
       

該当しないこととなったとき。 

 

 ⑻ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２７条 区長は、コミュニティ住宅の管理

上必要があると認める場合は、区職員のう

ちから区長が指定した者にコミュニティ住

宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居

者に対して必要な指示をさせることができ

る。この場合において、区長は、コミュニ

ティ住宅の保全、修繕又は改良のため必要

があると認めるときは、東京都住宅供給公

社又は財団法人墨田まちづくり公社（昭和

５７年８月１６日に財団法人墨田まちづく

り公社という名称で設立された法人をい

う。）の選定する者にコミュニティ住宅の

検査をさせることができる。 

２・３ 〔略〕 

 （市街地整備事業の施行に伴う者に係る特

例） 

第２９条 第１０条、第１０条の２（京島一

丁目コミュニティ住宅を使用する場合を除

く。）、第１１条第１項第３号及び第４号

並びに第１２条の規定は、第４条第１項第

４号アの規定に該当する者が当該市街地整

備事業に係る賃借料差額補償を受ける期間

にあっては、適用しない。 
       

  

   付 則 

１ この条例は、平成２４年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２６条第１項第２号の規定は、この条例の施行の日以

後の使用に係る共益費の滞納について適用し、同日前の使用に係る共益費の滞納に

ついては、なお従前の例による。 

 


